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  大阪湾岸道路西伸部 中央分離帯整備工事にかかる車線規制のお知らせ 

                 （工事期間の一部（②）変更のお知らせ） 

 

 

平素は、国土交通省の道路事業にご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

この度、現在施工中の六甲アイランド地区において中央分離帯の整備(縁石を撤去して仮設ガードレ

ールに置換え)及び中央分離帯からの排水路を既設マンホールに接続する横断管の設置をさせて頂きま

す。施工中は１～３車線規制を行いますが、通行止めは行いません。工事期間中は通行等ご迷惑をお

掛けいたしますが十分に注意して作業を行いますので、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたし

ます。 

 

１． 工事期間：①中央分離帯整備（1車線規制）令和２年１２月１４日～令和３年２月２８日（予定） 

       ②横断管設置（２～３車線規制）令和３年 １月 ５日～令和３年 1 月３０日（予定） 

                  【変更】令和３年 ２月１２日～令和３年２月２８日（予定） 

            ※①②ともに、月～土曜日は作業を行いますが、日曜日・祝日は休工とし、休工日と 

夜間は、規制を行いません。 

              作業時間： ８：００～１７：００       規制時間： ９：００～１７：００            

２． 施工場所：神戸市東灘区向洋町中 5 丁目地先 

 

３．連絡先 

発注者：国土交通省 浪速国道事務所 大阪湾岸道路整備推進室 石原
いしはら

、松谷
まつたに

、喜田
き だ

 

TEL：０７８－３８１－８１４１ 
                     なかた ひろみち 

施工業者：川西土木株式会社 現場代理人 中田  大道 

        TEL   ０７９８－３３－２５８８ 

中田携帯 ０９０－１１４７－１２３６ 

： 大阪湾岸道路西伸部 

②横断管設置 

既設マンホール 

六甲大橋西交差点 

Ｎ 

 ■規制期間 

①中央分離帯寄りの両側各１車線規制 

 ◇南側：期間のいずれか３日程度 

◇北側：工事期間中 

②中央分離帯側２車線・既設マンホール側 

３車線に分けて規制（合計で３日程度） 


